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広島市立大学「ヒトを対象とした研究」に関す

る倫理規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 81 号 

 （目的） 

第１条 この規程は、広島市立大学（以下「本学」という。）の教員が、ヒトを対象

とした生物学・医学的研究（以下「研究」という。）を行う場合の安全性及び生

命倫理に関する遵守すべき事項及び手続等を定め、もって研究対象者及びその関

係者（以下「対象者等」という。）の人権の擁護の観点からの本学における研究

の適正な実施に資することを目的とする。 

 （遵守事項） 

第２条 研究を行おうとする教員（以下「研究実施者」という。）は、各人の自覚に

基づいた高い倫理性を保持するとともに、次の事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ ヘルシンキ宣言の趣旨に則して研究を行うこと。 

 ⑵ 対象者等の人権を尊重し、個人情報の保護に努めること。 

 ⑶ 研究を行うことにより、対象者等に不利益及び危険が生じないよう十分配慮

すること。 

 ⑷ あらかじめ対象者等に研究の内容及び方法等を説明し、理解を求めた上で、

研究対象者から書面により同意を得ること。 

 （委員会） 

第３条 第１条の目的を達成するための審議は、公立大学法人広島市立大学社会連

携委員会（以下「委員会」という。）において行うこととする。 

 （審議事項） 

第４条 委員会においては、次に掲げる事項を審議する。 

 ⑴ 研究実施計画の審査に関すること。 

 ⑵ 研究の検証に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、研究上の倫理に関すること。 

 （研究計画の申請） 

第５条 研究実施者は、研究倫理審査申請書（様式第１号）を学長に提出しなけれ

ばならない。 

 （研究計画の審査） 
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第６条 学長は、前条の規定により申請書を受理したときは、委員会に審査を諮問

するものとする。ただし、第10条に定める場合においては、この限りでない。 

２ 委員会は、第２条各号に掲げる事項に留意して審査し、判定を行うものとする。 

３ 審査の判定区分は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 承認 

 ⑵ 条件付承認 

 ⑶ 変更の勧告 

 ⑷ 不承認 

 ⑸ 非該当 

４ 当該研究に関係する委員は、当該研究に関する議事に加わることができない。 

５ 委員長は、研究実施者を委員会に出席させ、研究実施計画の内容等について説

明させるとともに、意見を述べさせることができる。 

６ 委員長は、審査の結果について、研究倫理審査答申書（様式第２号）により、

速やかに学長に答申するものとする。 

 （審査結果の通知） 

第７条 学長は、委員会の答申に基づき、研究倫理審査結果通知書（様式第３号）

により、研究実施者に通知するものとする。 

２ 研究実施者は、審査の結果において、その判定区分が承認又は条件付承認の場

合は、研究を実施することができる。ただし、条件付承認の場合は、その条件に

従わなければならない。 

 （再審査） 

第８条 学長は、委員会の審査結果に疑義が生じたときは、委員会に再審査を諮問

することができる。 

２ 研究実施者は、審査の結果に異議があるときは、学長に再審査を求めることが

できる。 

３ 学長は、前項の請求があった場合は、委員長と協議の上、必要があると認める

ときは、委員会に再審査を諮問するものとする。 

 （研究計画の変更） 

第９条 研究実施者は、研究計画等を変更しようとするときは、研究計画変更申請

書（様式第４号）を学長に提出するものとする。 

２ 学長は、前項の規定により申請書を受理した場合は、委員長と協議の上、必要
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があると認めるときは、委員会に審査を諮問するものとする。 

 （審査の特例） 

第１０条 学長は、審査事例に基づいて審査結果が明確に推定できるものについて

は、委員長と協議の上、委員会の審査を経ずに判定することができる。ただし、

事後速やかに、委員会に報告するものとする。 

 （研究の検証） 

第１１条 学長は、委員会に指示し、研究実施者から当該研究について報告を求め、

調査することができる。 

２ 委員会は、調査の結果、当該研究に改善すべき事項があるときは、必要な指導

又は勧告を行うことを学長に答申するものとする。 

３ 学長は、委員会からの答申に基づき、研究実施者に対して、必要な指導又は勧

告を行うものとする。 

４ 研究実施者は、前項の規定による指導又は勧告があった場合は、これに従わな

ければならない。 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、研究上の倫理に関し必要な事項は、委員

会の議を経て学長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

 

 


